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共に生きる社会は、共に学ぶ学校からうまれます。

障害を理由に学ぶ場を分けないで！
2006年12月13日、国連で障害者権利条約が採択されました。翌年2007年9月27日、日本政府はこれに署名し、現在、批准に向けて議論がはじまっています。
日本の現在の法令では、障害のある子どもたちは障害の種別や程度によって特別支援学校・学級に振り分けられるため、地域の学校で共に学ぶことを希望しても多くの苦難があり、6才の春を当たり前に喜べない状況があります。また、普通学級に在籍していても、本人が望む合理的配慮や必要な支援を普通学級で保障する法令がなく、当事者や保護者・周囲の人たちが精神的・身体的に苦痛を感じる状況が後を絶ちません。

私たちは、長い間こうした状況に対して取り組んできました。そうした運動の蓄積によって、地域によっては、就学先の決定に際して本人・親の希望を受け止めようとする動きも出てきています。しかし、どこに住んでいようと、どんな障害があろうと、分けられずに地域で共に育ち・学ぶことは、人が育っていく上で、当然の、最も根源的な権利です。

条約の第24条では、障害のある子どもたちが自己の住む地域社会の学校で学ぶインクルーシブ教育を権利として保障しています。私たちは、条約批准に向けての法制度の見直しが行われている今こそ、日本の教育制度を分離原則からインクルーシブな教育制度へと変えていかなければなりません。
　私たちは、障害のある人もない人も分け隔てなく地域で生活することができる共生社会の実現に向けて、政府に以下のことを求めます。

１、障害のある子の学籍をその子の住む地域の小・中学校に一元化すること

２、特別支援学校・特別支援学級は本人・保護者の希望によって措置されること

３、共に学ぶために、本人や保護者が求める合理的配慮と必要な支援を保障すること
共に生きる社会は、共に学ぶ学校からうまれます。

私たち一人ひとりは、みな個性的でかけがえのない存在です。その個性と違いを認めあい、共に学びあい、様々な体験をすることで人は成長していきます。共に生きる社会では、エンパワメントと豊かな関係性が発展していきます。共生社会の実現のために、インクルージブ教育に基づいた学校教育制度の改正を求めます。

以上
2008年１0月26日
「6歳の春を分けるな！シンポジウム＆コンサート」参加者一同
